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平成２５年（行ヒ）第３８３号上告受理申立事件	 

申立人	 	 深澤洋子外３２名	 

相手方	 	 東京都知事外４名	 

証拠説明書（甲Ａ２０～２２）	 

	 	 	 	 	 	 	 平成２６（２０１４）年６月２０日	 

	 

最高裁判所第一小法廷	 御中	 

申立人ら訴訟代理人	 弁護士	 谷合	 周三	 

	 

号証 標目（原本・写しの別） 作成年月日 作成者 立証趣旨 
甲 Ａ

２０ 
「八ッ場ダム住民訴

訟東京高裁判決の検

討――東京高等裁判

所平成２５年３月２

９日判決を対象とし

て」（法律時報２０

１４年６月号５１～

５６頁） 

写

し 
２０１４年

６月号 
田村達久 八ッ場ダムに係る建設費負担金、受益者負担金、水特法

負担金、基金負担金の各支出の違法性について、原審が

示した審査基準（負担金支出行為を、原因行為（大臣納

付通知）に基づきされる財務会計行為であると位置づ

け、負担金支出が違法となるのは納付通知に重大かつ明

白な瑕疵・違法がある場合に限られるとする基準）の論

理に判例違反等の誤りがある。 
１	 原判決が、大臣納付通知（原因行為）に基づきその

受領者が公金の支出（財務会計行為）を行うという法

関係は、国と都という二法主体間において一方が他方

の事業の費用を分担するという法関係であるのに、一

法主体たる自治体の事務の執行の法的仕組みのあり方

が問題となった一日校長事件判決を引用して、本件の

法関係を「原因行為が行政組織上独立の権限を有する

他の機関の権限に基づいてされた行為で・・・職員等

は・・・独立の権限を有する他の機関の固有の権限内

容にまで介入し得るものではない」ような法関係と評

価、判断することは適切でない（３（１）（ａ）、５

４頁）。 
２	 原判決は、負担金の強制徴収手続規定をも根拠とし

て「法が特に職員等に対しその先行する原因行為の適

法性を審査した上で、適法な場合に限り、その内容に

応じた財務会計上の行為をすべき義務」がないと判断

しているが、自治体には事務の処理に当たっての法令

遵守義務が一般的に課されており（自治法２条１６

項）、この義務の履行として自治体が大臣納付通知の

適法性、適正性を審査、判断した結果、負担金不納付

の事実が生じ、このような事態を想定して前記強制徴

収手続が定められていると解釈しうるから、前記強制
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徴収手続の定めの存在をもって原因行為に対する職員

の審査等義務を否定した原判決の論理は誤りである

（３（１）（ｂ）、５４～５５頁）。 
３	 「国と都という二法主体間において、国の事業の実

施にかかわり、事業主体と当該事業の費用分担者との

法関係が問題となる」という本件の事案に即していえ

ば、都は原因行為である大臣納付通知の形式・実体両

面の適法性、適正性を審査する権限を有するのみなら

ず、その義務を免れないから、都の負担金支出（財務

会計行為）が違法となる場合を、大臣納付通知が無効

である場合に限ると解する必要はなく、原因行為が違

法かどうかが重要である。	 	 また、仮に当然無効で

あるべきだとしても、最高裁の示す明白性補充要件説

からすると、本件で明白性の要件は不要である（３

（１）（ｃ）、５５頁）。 
４	 原判決が明白性要件について「外形上一見看取でき

る」ものでなくてはならないとした点は、過重な要件

を課すものであって適切でないこと（３（２））。 
５	 原因行為が契約である場合について、原判決が、本

件で、職員に原因行為を解消することができる特殊な

事情＝地位がないと判断したが、水特法１２条１項の

定める「協議」は都が自ら各種の意思を表示すること

を法的に認めたものであり、この協議を基礎として合

意された負担協定やその細目協定が締結されて具体の

負担額が決定されるのだから、負担金支出権限を有す

る機関・職員には、原因行為が著しく合理性を欠き、

そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得な

い瑕疵が存在すると判断した場合に、当該原因行為を

解消することができる特殊な事情＝地位が認められて

いるとも解される（３（３））。 
甲 Ａ

２１ 
「一日校長事件最高

裁判決の射程」（法

律時報２０１４年６

月号５７～６２頁） 

写

し 
野呂充 ２０１４

年６月号 
１	 住民訴訟において違法性承継論を論じた最高裁判決

を検討し、各判例の判断構造を分析すると、 
（１）①「当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の

規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、

たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場

合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職

員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法

なものであるときに限られる」、②地方公共団体の長

は、教育委員会の「処分が著しく合理性を欠きそのた

めこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない

瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内

容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、

これを拒むことは許されない」等の一日校長事件の判
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断基準は、職員個人の賠償責任にかかる判断基準を示

したものであって１号請求および２号請求を射程とし

たものではなく、一日校長事件判決以後の１号請求に

かかる最高裁判決も一日校長判決の引用を慎重に避け

ていること等からすると、一日校長判決の判断基準を

１号請求、２号請求には適用しえない。 
（２）一日校長判決の②基準を、４号請求事案のどの範

囲に適用しうるかをみると、②基準は、地方公共団体

内部の関係において、後続行為を行った職員が先行行

為を尊重して財務会計行為をしなければならないこと

について何らかの明確な法的根拠が存在する場合に適

用されている。 
２	 以上の点にてらし、原判決を検討すると、（１）

原判決は、１号請求と４号請求の性質の違いを十分に

考慮せず、一日校長判決の判断基準を一号請求にも適

用した点で、同判決の射程を不当に拡大したものであ

るといえ、（２）仮に、１号請求にも一日校長判決の

①基準を適用しうるとして、②基準を適用することは

誤りである。原判決は、基本的に②基準を適用する。

しかし、本件の関係は、都府県が国から不利益な措置

を受ける関係で、独立した法主体間の関係であり、従

来の判例が②基準を適用してきた地方公共団体内部の

関係とは異なる。	 都府県は違法な納付通知を訴訟を

通じて是正しうるのであって、その手続を怠ったまま

漫然と違法な納付通知に従って支出をした場合には、

違法となる。これに対し、都府県が納付通知を争うこ

とができないと解するためには、積極的かつ憲法によ

る地方自治の保障に反しない法的根拠が必要だが、こ

のような法的根拠を原判決は示していない。 
甲 Ａ

２２ 
「国の直轄公共事業

に係る自治体負担金

の法的統制――八ッ

場ダム住民訴訟を素

材として」（法律時

報２０１４年６月号

６３～６８頁） 

写

し 
人見剛 ２０１４

年６月号 
１	 河川法上の受益者負担金支出の適法性審査のあり方

として、原判決が示した審査基準は不適切である。 
２	 受益者負担金の納付通知に重大かつ明白な瑕疵・違

法がない限り負担金支出が違法になることはないとす

る原判決の制度理解、法令解釈は、憲法９２条１項、

地方自治法１条、２条１２項、地方財政法２条２項の

定める基本原則の趣旨に反する（４、６５～６６

頁）。 
３	 負担金納付通知の拘束力は、それを受ける自治体が

納付通知の違法性一般を争えないという意味での拘束

力ではありえない。 
負担金納付通知を受けた自治体と、課税処分を受け

た納税者とは、基本的に同様の立場にあり、納税者が

課税処分の違法性を争いうるのと同様に、自治体は納
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付通知の違法性を争いうる。納付通知を「普通公共団

体の事務処理に関し・・・国の行政機関が行う」行為

（自治法２４５条）にあたると考えれば、自治体は審

査申出（自治法２５０条の１３）、納付通知の取消訴

訟（２５１条の５）で争いうるし、納付通知は国の事

務と考えれば、自治体は一般の訴訟制度を利用して取

消し・無効確認・損害賠償などを求めることができ

る。地方公共団体が負担金納付通知の違法性を訴訟で

争えるにもかかわらず、原判決が、納付通知に「著し

く合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正の見地

から看過し得ない瑕疵のあるときでない限り、これを

尊重して財務会計上の行為をすることが違法とはいえ

ない」とするのは、一日校長事件の同様の判示をあて

はめたものと解されるが、一日校長事件で問題となっ

た都知事と都教育委員会の関係と、本件で問題となっ

ている国（国土交通大臣）と都県の関係は全く異質で

ある。教育委員会による教育職員の人事上の処分がな

されたとき、都道府県知事がその違法性を争う訴訟は

機関訴訟であり、法律にそれを認める特別の規定がな

ければ提起できない（行訴法４２条）。河川法の受益

者負担金をめぐる国と都県の関係は、これと全く異

なった独立の法主体間の関係である（５、６６～６８

頁）。 
４	 本件訴訟で争われている負担金支出の原因行為

である負担金納付通知は、（国の）財務会計行為の性

質を有し、しかも都の負担金支出は、納付通知の内容

そのものである。主張されている違法事由は、地方公

共団体の経済的利益の存否に関するものである。そし

て、住民訴訟においてその当否が審査される限りにお

いて、「原因行為の違法性も、地方公共団体の財産的

利益を擁護するという観点から評価」されることにな

る。本件事案の原因行為と財務会計行為の関係をみる

と、本件事案は、「財務会計行為自体は会計法規に違

反するところがないとしても、その原因となった行為

と一体的に見ると違法の評価を受けざるを得ない」と

いう川崎市分限免職処分事件の基準が最もストレート

に認められるような事案である。そうすると、本件の

都の河川法上の受益者負担金支出行為は、都にとって

「著しく利益を受ける場合」（河川法６３条１項）に

当たらないときには違法となると判断してよく、支出

原因となった大臣の納付通知の瑕疵の如何を論ずるま

でもない（６、６８頁）。 

	 


